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重 要 事 項 説 明 書   
あなたに対する介護サービス提供開始にあたり、法令に基づいて、当事業者があなたに

説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１．当事業者 

事業者の名称 株式会社一条 

事業者の所在地 岩見沢市幌向北２条１丁目６１１－１２７ 

法人種別 株式会社 

代表者名 代表取締役 髙木 祐幸 

電話番号 ０１２６－２６－５６７３ 

 

２．ご利用施設 

施設の名称 グループホームほろむい 

施設の所在地 岩見沢市幌向北２条１丁目６１１－１２７ 

施設長名 髙木 祐幸 

電話番号 ０１２６－２６－５６７３ 

ＦＡＸ ０１２６－２６－６２８２ 

指定番号 ０１７５７００３３５号 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

当社が開設するグループホームほろむいが行う指定認知症応

型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介(以

下、「介護サービス」という。)が適正な運営を確保するために人

員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護サービス

の提供にあたる者（以下「従業者」という。）が、要介護状態にあ

って認知症の状態にある者に対し、適正な介護サービスを提供

することを目的とする。 

施設運営の方針 

事業者の従業者は、要介護者であって認知症の状態にある者に

ついて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排

泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことにより、入居者様がその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるようにするものとする。 

 

４．施設の概要 

（１）敷地及び建物 

敷   地 １,３８４．９８㎡（４１８．９５坪） 

建 物 

構   造 鉄筋コンクリート造２階建（耐火建築） 

延べ床面積 ８３０．６４㎡（２５１．２６坪） 

入居定員 ２７名 
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（２）主な設備 

設備の種類 数  量 面  積 １室あたりの面積 

居室 ２７室 ２８６．２０㎡ １０．６０㎡ 

居間 ３室 ６４．１７ ２１．３９ 

食堂 ３室 ６４．１７ ２１．３９ 

台所 ３室 ６４．１７ ２１．３９ 

浴室 ３室 １１．４０ ３．８０ 

脱衣室 ３室 １２．００ ４．００ 

便所 ６箇所 １２．００ ４．００ 

介護職員室 ３室 １５．９０ ５．３０ 

宿直室 ３室 １５．９０ ５．３０ 

洗面洗濯室 ３室 ２３．１０ ７．７０ 

（注）角部屋の配置ならびに構造については、別添のパンフレットを参照して下さい。 

 

５．従業者体制（主たる職員）～グループホーム 

従業者の職種 管理者 計画作成担当者 介護従業者 看護従業者 

員数 ３ ３ ２４ １ 

区 

分 

常勤 
専従 ０ １ １３  

兼務 ３ ２ ３  

非常勤 
専従   ８  

兼務    1 

事業指定基準 ３ ３ ２４  

保有資格 

介護福祉士 

 

 

介護福祉士 

社会福祉士 
精神保健福祉士 
主任介護支援専門員 

介護福祉士 

介護職員実務者研修 

ホームヘルパー

１級・２級 

介護職員初任者研修 

認知症介護基礎研修 

准看護師 

 

６．従業者の勤務体制 

従業者の職種 勤 務 体 制 

管 理 者 

勤務時間帯（９：００～１８：００） 

２名常勤勤務（１Ｈ計画作成・６Ｈ介護業務兼務） 

１名常勤勤務（７Ｈ介護業務兼務） 

計画作成担当者 

勤務時間帯（９：００～１８：００） 

１名常勤勤務（専従） 

２名常勤勤務（１Ｈ管理・６Ｈ介護業務兼務） 

従業者職員 

日 勤（ ９：００～１８：００） 

早 番（ ７：００～１６：００） 

遅 番（１１：００～２０：００） 

夜勤者（１６：３０～ ９：３０） 

※夜間職員１名で入居者９名のお世話をします。 

看護師 訪問看護ステーション栞による定期訪問 

常勤の休暇 ４週８休・１週４０Ｈ 

非常勤の休暇 １週２０Ｈ 
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７．営業日 

営 業 日 年中無休 

 

８．サービスの概要 

 （１）介護保険給付サービス 

種   類 サービス内容 

食事の介助 

①栄養と入居者様の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事

を献立し、入居者様と従業者が共同で食事を作ります。 

②食事は、食堂でとっていただきます。 

  朝食（ ８：００～ ９：００） 

  昼食（１２：００～１３：００） 

  夕食（１７：００～１８：００） 

③食事の後片付けも共同で行います。 

④食材料費は個人負担です。 

排泄の介助 

①入居者様の状況に応じて適切な排泄行為を行うとともに、排泄

の自立について適切な援助を行います。 

②おむつを使用する方に対しては、必要に応じて交換を行いま

す。 

入浴の介助 必要に応じた入浴を行います。 

着替え等の介助 

①生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

②個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助し

ます。 

③シーツ等の交換は、週１回行います。 

機能訓練 

入居者様の状況に適合した機能訓練を行い、生活機能の維持・

改善に努めます。 

（状況に応じて、当施設の保有するリハビリ器具を使用も併せて考

慮します。） 

健康管理 

①協力契約病院等の嘱託医師により、年間計画に基づき健康診

断を行います。 

②緊急等必要な場合には主治医あるいは協力病院等に責任をも

って引き継ぎます。 

③入居者様が外部の医療機関に通院する場合は、その介添えに

ついてできるだけ配慮します。 

相談及び援助 

当施設は、入居者様及びその家族様からのいかなる相談について

も誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

（相談窓口）統括施設長 髙木 祐幸 

ご利用時間 毎日午前１０時～午後３時 

電話 ０１２６－２６－５６７３ 
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（２）介護保険給付外サービス 

種   類 サービス内容 利用料 

おむつの提供 

入居者様のご希望に応じて提供します。 

◇パンツタイプ   ◇平オムツ 

◇尿取りパット   ◇布オムツ 

◇オムツカバー    

◆単価等変更あり   ◆月末締め請求 

 

 

実 費 

食材・食事代 

①新鮮で安価な食材を購入し、提供します。 

②単価は概算で、食材により日々変更あります。 

（内訳） 

朝 ４４0円 

昼 ４４０円 

夕 ５６０円 

おやつ ６０円 

理美容サービス 
毎月１回 理美容店の出張による理美容サービス

をご利用いただけます。 

理美容サービス 

１回 １,５００円 

レクリエーション行事 
当施設では、年間行事計画に沿ってレクリエーショ

ン行事を企画します。 

施設外レクについて 

（交通費等実費） 

 

９．利用料等 

種   類 サービス内容 

介護保険給付サービス 

※８－（１） 

介護報酬告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであ

る時は、その 1割の額（一定以上の所得者の場合は 2割及び 3割）

とします。 

介護保険給付外サービス 

※８－（２） 

次にあげる費用については、その実費の支払いを入居者様から受け

るものとします。 

① 室料    月額４０，０００円（生活保護者対応額３０，０００円） 

② 光熱水費 月額１９，０００円 

③ 暖房費   月額 ８，０００円（１１月～３月） 

④ 食材料費 月額４５，０００円 

⑤ その他、８－（２）を含む生活必需品 

 

１０．苦情等申立先 

当施設ご入居者相談コーナー 

・窓口担当者       

計画作成担当者   羽根 愛 

各ユニットホーム長 高橋小夜子 

               和田 圭美 

・ご利用時間  

毎日午前１０時～午後３時    

・お電話でのご相談も行っております。 

電話 ０１２６－２６－５６７３ 

 

主任介護支援専門員  
介護福祉士 

介護福祉士 

 

岩見沢市介護保険担当 
ご利用方法  

電話 ０１２６－３５－４１３８ 

 

国民健康保険団体 

連合会北海道支部 

ご利用方法  

電話 ０１１－２３１－５１６１ 
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１１．協力医療機関 



医療機関名称 所在地 診療科目 

医療法人社団すずかけ会 松藤医院 岩見沢市２条西５丁目２番地７ 循環器・内科一般 

医療法人すこやか・すこやかクリニック新篠津 石狩群新篠津村第 46線北 12番地 内科一般 

医療法人社団北陽会 牧病院 岩見沢市３条西５丁目９ 内科・精神科 

医療法人萌佑会岩見沢脳神経外科 岩見沢市８条西１９丁目８－６ 脳神経外科・リハビ

リテーション科 

医療法人北翔会岩見沢北翔会病院 岩見沢市１０条西２１丁目 整形外科・内科 

医療法人社団倉増整形外科 岩見沢市２条西７丁目 整形外科 

医療法人社団仁悠会へんみ

デンタルクリニック 

岩見沢市幌向南 1条 3丁目 346番地 歯科 

※入居者様に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合に連絡を取り合い、適切な

対応・処置を行う。 

 

１２．協力福祉施設 

福祉施設名称 所在地 

社会福祉法人 クピド・フェア 岩見沢市志文町３０１番地 

医療法人北翔会 介護老人保

健施設 北翔館 

岩見沢市１０条西２１丁目 

 

１３．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「防火管理規定」にのっとり対応を行います。 

近隣との協力関係 
幌向消防署と近隣防災規定を終結し、常時の相互の応援を約束

しています。 

平常時の訓練等 
別途定める「防火管理規定」にのっとり、年２回夜間及び昼間を想

定した避難訓練を、入居者も参加して実施します。 

防災設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

自動火災報知器 

誘導灯 

ガス漏れ報知器 

有 

８箇所 

有 

防火扉・シャッタ

ー・カーテン・敷物

等防煙性を使用 

 

有 

消防計画等 

消防署への届出日 平成１５年 ７月２５日 

（消火器設置届を含む） 

防火管理者     和田 圭美 

 

 

１４．業務継続計画の策定 

業務継続計画 

感染症や非常災害の発生において、入居者様に対する介護サ

ービスの提供を継続的に実施する為の、及び非常時の体制で早

期業務再開を図る為の計画を策定し、当該業務策定計画に従い

必要な措置を講じています。 

研修と訓練 
従業者に対し、業務継続計画について周知すると共に必要な研

修及び訓練を定期的に実施しています。 

業務継続計画の見直し 
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行います。 
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１５．衛生管理等 

衛生管理 

入居者様が使用する施設、食器その他設備又は飲用に供する水

について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を

講ずるものとする。 

感染症の発生とまん延 

①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会を概ね 3 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について従

業者に周知徹底する。 

②感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備する。 

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修

及び訓練を定期的に実施する。 

 

１６．身体拘束等の原則禁止 

身体拘束の原則禁止 

当該入居者様又は他の入居者様等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行

動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合

には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 

適正化を図る措置 

①身体拘束等の適正化の為の対策を検討する委員会を 3月に 1

回以上開催得うると共に、その結果について、従業者に周知徹底

を図るものとする。 

②身体拘束等の適正化の為の指針を整備する。 

③従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施する。 

 

１７．虐待防止に関する事項 

虐待防止 
事業所は入居者様の人権擁護・虐待の防止のための措置を講じ

ます。 

虐待防止の措置 

①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する

とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

②虐待防止のための指針を整備する。 

③従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

 

１８．ハラスメントの防止 

ハラスメントの防止 

適切な介護サービスの提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環

境が害される事を防止する為の方針の明確化等の必要な措置を

講じるものとする。 
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１９．地域との連携など 

地域との連携 
運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携

及び協力を行う等、地域との交流に努める。 

運営推進会議 

①介護サービスを提供するにあたり、入居者様、ご家族様、地域

住民の代表、市介護保険係職員、本事業所が所在する圏域の地

域包括支援センターの職員、この事業について知見を有する物等

により構成される協議会（以下、この項において「運営推進会議」

という。）を設置し、概ね 2月に 1回以上、運営推進会議から必要

な要望、助言等を聞く機会を設ける。 

②前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成すると

ともに当該記録を公表するものとする。 

 

２０．当施設ご利用の際に留意していただく事項 

来訪・面会 

（来訪者名簿） 

来訪者は、面会時間を遵守し、必ずその都度従業者に届け出て

下さい。来訪者が宿泊される場合には、必ず許可を得て下さい。 

外出・外泊 

（外出・外出簿） 

外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅時間を従業者に申し出て

下さい。 

嘱託医師以外の 

医療機関への受診 

主治医、かかりつけの病院等を予め従業者に申し出ておいて下さ

い。（主治医、かかりつけ病院届出簿） 

居室・設備・器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。

これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくこ

とがあります。 

迷惑行為等 
騒音等他の入居者様の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、

むやみに他の入居者様の居室等に立ち入らないようにして下さい。 

所持品の管理 
貴重品の紛失・破損等、当施設では責任は負えませんので、出来

る限り持ち込みはご遠慮ください。 

現金等の管理 
事務所にて個別に現金を管理し、小遣い帳を作成し現金の出入り

を記入します。 

宗教活動・政治活動 
施設内で他の入居者様に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮

下さい。 
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サービスコード一覧表：認知症対応型共同生活介護 

サービス内容略称 算定項目 単位数 算定単位 

認知症共同生活介護Ⅱ１ 要介護１ ７５３ 

１日につき 

認知症共同生活介護Ⅱ２ 要介護２ ７８８ 

認知症共同生活介護Ⅱ３ 要介護３ ８１２ 

認知症共同生活介護Ⅱ４ 要介護４ ８２８ 

認知症共同生活介護Ⅱ５ 要介護５ ８４５ 

認知症対応型若年性認知症受入加算 若年性認知症利用者受入加算 １２０ 

認知症対応型入院時費用 
利用者が病院又は診療所への入院 

を要した場合 
２４６ 月６日限度 

認知症対応型看取り介護加算１ 

看取り介護加算 

（１）死亡日以前 

３１日以上４５日以下 
７２ 

１日につき 

認知症対応型看取り介護加算２ 
（２）死亡日以前 

４日以上３０日以下 
１４４ 

認知症対応型看取り介護加算３ 
（３）死亡日以前 

２日又は３日 
６８０ 

認知症対応型看取り介護加算４ （４）死亡日 １，２８０ 

認知症対応型初期加算 初期加算（入居日から３０日以内の期間） ３０ 

認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ１ 

医療連携体制加算 

（１）医療連携体制加算Ⅰ（イ） ５７ 

認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ２ （２）医療連携体制加算Ⅰ（ロ） ４７ 

認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ３ （３）医療連携体制加算Ⅰ（ハ） ３７ 

認知症対応型医療連携体制加算Ⅱ （４）医療連携体制加算Ⅱ ５ 

認知症対応サービス提供体制加算Ⅰ 

サービス提供体制 

強化加算 

（１）サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
２２ 

認知症対応サービス提供体制加算Ⅱ 
（２）サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 
１８ 

認知症対応サービス提供体制加算Ⅲ 
（３）サービス提供体制 

強化加算（Ⅲ） 
６ 

認知症対応型処遇改善加算Ⅱ 
介護職員等 

処遇改善加算 

（２）介護職員等 

処遇改善加算（Ⅱ） 

所定単位数の 

１７８/１，０００ 
１月につき 

 

サービスコード一覧表：介護予防認知症対応型共同生活介護 

サービス内容略称 算定項目 単位数 算定単位 

予認知症共同生活介護Ⅱ２ 要支援２ ７４９ 
１日につき 

予認知症対応型若年性認知症受入加算 若年性認知症利用者受入加算 １２０ 

予認知症対応型入院時費用 
利用者が病院又は診療所への入院 

を要した場合 
２４６ 月６日限度 

予認知症対応型初期加算 初期加算（入居日から３０日以内の期間） ３０ 

１日につき 

予認知症対応サービス提供体制加算Ⅰ 

サービス提供体制 

強化加算 

（１）サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
２２ 

予認知症対応サービス提供体制加算Ⅱ 
（２）サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 
１８ 

予認知症対応サービス提供体制加算Ⅲ 
（３）サービス提供体制 

強化加算（Ⅲ） 
６ 

予認知症対応型処遇改善加算Ⅱ 
介護職員等 

処遇改善加算 

（２）介護職員等 

処遇改善加算（Ⅱ） 

所定単位数の 

１７８/１，０００ 
１月につき 
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